
安
藤
仁
介　
教
授　

略
年
譜
お
よ
び
主
要
著
作
目
録





略　

年　

譜

 

五
六
九

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

略　

年　

譜

　

一
九
三
五
年
八
月
六
日　

京
都
府
に
生
ま
れ
る

学　
　

歴

　

一
九
五
九
年　
　
　

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

　

一
九
六
一
年　
　
　

京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

　

一
九
六
一
年
四
月　

京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
入
学

　

一
九
六
二
年
九
月　

フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
奨
学
生
と
し
て
米
国
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
・
ス
ク
ー
ル
（F

letcher School

）
留
学

　

一
九
六
四
年
六
月　

米
国
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
・
ス
ク
ー
ル
よ
りM

aster of A
rts in L

aw
 and D

iplom
acy 

取
得

　

一
九
六
五
年
三
月　

京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
中
退

　

一
九
七
一
年
六
月　

フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
・
ス
ク
ー
ル
よ
り
博
士
号
（D

octor of P
hilosophy

）
取
得

職　
　

歴

　

一
九
六
五
年
四
月　

京
都
大
学
教
養
部
講
師

　

一
九
六
八
年
七
月　

京
都
大
学
教
養
部
助
教
授

　

一
九
八
一
年
四
月　

神
戸
大
学
法
学
部
教
授

　
（
一
〇
〇
九
）



略　

年　

譜

 

五
七
〇

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

　

一
九
九
〇
年
四
月　

京
都
大
学
法
学
部
教
授

　

一
九
九
八
年
四
月　

同
志
社
大
学
法
学
部
教
授

学
会
お
よ
び
社
会
に
お
け
る
活
動
等

　

一
九
八
七
年　
　
　

市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
人
権
委
員
会
委
員
（
一
九
九
三

－一
九
九
四
年
委
員
長
、
現
在
に
至
る
）

　

一
九
九
三
年　
　
　

国
際
通
貨
基
金
行
政
裁
判
所
裁
判
官
（
現
在
に
至
る
）

　

一
九
九
七
年　
　
　

国
際
法
学
会
理
事
長
（
二
〇
〇
〇
年
ま
で
）

　

一
九
九
八
年　
　
　

世
界
法
学
会
理
事
（
現
在
に
至
る
）

　

一
九
九
九
年　
　
　

万
国
国
際
法
学
会
準
会
員
（
二
〇
〇
五
年
正
会
員
、
現
在
に
至
る
）

　

二
〇
〇
一
年　
　
　

世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
（
現
在
に
至
る
）

　

二
〇
〇
一
年　
　
　

常
設
仲
裁
裁
判
所
裁
判
官
（
現
在
に
至
る
）

受
賞
学
術
賞

　

一
九
九
六
年　

フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
五
〇
周
年
特
別
フ
ェ
ロ
ー

　
（
一
〇
一
〇
）



略　

年　

譜

 

五
七
一

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

主
要
著
作
目
録

単　
　

著

S
u

rren
d

er, O
ccu

p
a

tion
, a

n
d

 P
riva

te P
rop

erty in
 In

tern
a

tion
a

l L
a

w
: A

n
 E

va
lu

a
tion

 of U
S

 P
ra

ctice in
 Ja

p
a

n

 

一
九
九
一
年　

O
xford U

niversity P
ress

編　
　

著

Ja
p

a
n

 a
n

d
 In

tern
a

tion
a

l L
a

w
 – P

a
st, P

resen
t a

n
d

 F
u

tu
re  

一
九
九
九
年　

K
luw

er L
aw

 International

Tow
a

rd
s Im

p
lem

en
tin

g U
n

iversa
l H

u
m

a
n

 R
igh

ts  

二
〇
〇
四
年　

M
artinus N

ijhoff

共
編
著

『
判
例
辞
典
』 

一
九
八
三
年　

六
法
出
版
社

『
日
本
の
国
際
法
事
例
研
究
（
一
）
国
家
承
認
』 

一
九
八
三
年　

日
本
国
際
問
題
研
究
所

『
い
ま
、
国
家
を
問
う
』 

一
九
八
四
年　

大
阪
書
籍

『
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
東
京
裁
判
を
問
う
』 
一
九
八
四
年　

講
談
社

『
国
際
法
2
』 
一
九
八
六
年　

蒼
林
社

T
h

e Tokyo W
a

r C
rim

es Tria
l: A

n
 In

tern
a

tion
a

l S
ym

p
osiu

m
 

一
九
八
六
年　

K
odan-sha International

『
国
際
機
構
条
約
・
資
料
集
』 

一
九
八
六
年　

東
信
堂
（
第
二
版
二
〇
〇
二
年
）

『
日
本
の
国
際
法
事
例
研
究
（
二
）
国
交
再
開
・
政
府
承
認
』 

一
九
八
八
年　

慶
応
通
信

　
（
一
〇
一
一
）



略　

年　

譜

 

五
七
二

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

『
日
本
の
国
際
法
事
例
研
究
（
三
）
領
土
』 

一
九
九
〇
年　

慶
応
通
信

『
セ
ミ
ナ
ー
国
際
法
』 

一
九
九
二
年　

東
信
堂

『
国
際
法
講
義
（
新
版
）』 

一
九
九
三
年　

有
斐
閣
（
新
版
増
補
二
〇
〇
二
年
）

『
国
際
関
係
法
辞
典
』 

一
九
九
五
年　

三
省
堂
（
第
二
版
二
〇
〇
五
年
）

『
Ｇ
Ｈ
Ｑ
日
本
占
領
史
（
三
）
物
資
と
労
務
の
調
達
』 

一
九
九
六
年　

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー

『
日
本
の
国
際
法
事
例
研
究
（
四
）
外
交
・
領
事
関
係
』 

一
九
九
六
年　

慶
応
義
塾
大
学
出
版
会

『
国
際
人
権
法
概
論
』 

一
九
九
七
年　

有
信
堂
（
第
四
版
二
〇
〇
六
年
）

『
日
本
の
国
際
法
事
例
研
究
（
五
）
条
約
法
』 

二
〇
〇
〇
年　

慶
応
義
塾
大
学
出
版
会

L
iber A

m
icoru

m
 Ju

d
ge S

h
igeru

 O
d

a
 

二
〇
〇
二
年　

K
luw

er L
aw

 International

『
二
一
世
紀
国
際
社
会
に
お
け
る
人
権
と
平
和
：
国
際
法
の
新
し
い
発
展
を
め
ざ
し
て
（
上
巻
）
国
際
社
会
の
法
構
造
：
そ
の
歴
史
と
現
状
』

 

二
〇
〇
三
年　

東
信
堂

『
二
一
世
紀
の
国
際
機
構　

課
題
と
展
望
』 

二
〇
〇
四
年　

東
信
堂

翻　
　

訳

リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｈ
・
マ
イ
ニ
ア
『
東
京
裁
判
・
勝
者
の
裁
き
』 
一
九
七
二
年　

福
村
出
版
（
新
版
一
九
八
五
年
、
新
装
版
一
九
九
八
年
）

『
ロ
バ
ー
ト
議
事
規
則
』 
一
九
八
六
年　

ロ
バ
ー
ト
議
事
規
則
研
究
所

論　
　

文

「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
系
企
業
の
国
有
化
に
つ
い
て
」 

一
九
六
四
年　

 
田
岡
・
田
畑
編
『
外
国
資
産
の
国
有
化
と
国
際
法
』
日
本
国
際

　
（
一
〇
一
二
）



略　

年　

譜

 

五
七
三

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

問
題
研
究
所

「
国
際
連
合
に
お
け
る
中
国
代
表
権
問
題
」 

一
九
六
六
年　

田
岡
還
暦
『
国
際
連
合
の
研
究
』
第
三
巻　

有
斐
閣

「
中
・
印
国
境
紛
争
と
国
際
法
」 

一
九
六
七
年　
『
京
都
大
学
教
養
部
・
政
法
論
集
』
一
号

「
ス
エ
ズ
運
河
自
由
航
行
の
保
障
」 

一
九
六
八
年　
『
京
都
大
学
教
養
部
・
政
法
論
集
』
二
号

A
 C

ritical A
ppraisal of the Tokyo D

istrict C
ourt ’s D

ecision on the Suiko-sha C
ase

 

一
九
六
九
年　
『
京
都
大
学
教
養
部
紀
要
・
人
文
』
一
五
号

「
国
家
責
任
に
関
す
る
ア
マ
ド
ー
ル
案
の
一
考
察
」 

一
九
七
三
年　

田
畑
還
暦
『
変
動
期
の
国
際
法
』
有
信
堂

「
領
域
外
の
私
人
行
為
に
関
す
る
国
家
責
任―

原
子
力
事
故
、
宇
宙
活
動
、
海
洋
汚
染
に
か
か
わ
る
諸
条
約
を
手
掛
か
り
と
し
て
」

 

一
九
八
〇
年　
『
神
戸
法
学
雑
誌
』
二
〇
巻
二
号

T
he L

aw
 of P

ollution P
revention in International R

ivers and L
akes 

一
九
八
一
年　

 L
.C

aflisch and R
.Z

acklin 

（E
ds.

） T
h

e L
ega

l R
egim

e of 

In
tern

a
tion

a
l R

ivers a
n

d
 L

a
kes, M

artinus N
ijhoff

「
国
際
法
に
お
け
る
国
家
の
責
任
」 

一
九
八
四
年　
『
岩
波
講
座
・
基
本
法
学
』
五
巻

「
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
（
マ
ル
ビ
ナ
ス
）
諸
島
の
領
有
権
紛
争
と
国
際
法
」 

一
九
八
四
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
八
三
巻
五
号

T
he R

ecognition of G
overnm

ents R
econsidered 

一
九
八
五
年　

Ja
p

a
n

ese A
n

n
u

a
l of In

tern
a

tion
a

l L
a

w
 V

ol.29

「
ニ
カ
ラ
グ
ア
紛
争
と
司
法
的
解
決
」 
一
九
八
八
年　
『
国
際
問
題
』
三
三
九
号

「
光
華
寮
を
め
ぐ
る
国
際
法
上
の
諸
問
題
」 
一
九
八
九
年　

太
寿
堂
還
暦
『
国
際
法
の
新
展
開
』
東
信
堂

「
Ｂ
規
約
人
権
委
員
会
の
個
人
通
報
審
査
」 

一
九
九
一
年　
『
法
学
論
叢
』
一
二
八
巻
四
・
五
・
六
号

T
he F

uture of M
onitoring B

odies – L
im

itations and P
ossibilities of the H

um
an R

ights C
om

m
ittee

 

一
九
九
二
年　

C
a

n
a

d
ia

n
 H

u
m

a
n

 R
igh

ts Yea
rbook　

1991

‒1992

　
（
一
〇
一
三
）



略　

年　

譜

 

五
七
四

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

「『
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
』
に
基
づ
く
人
権
委
員
会
」 

一
九
九
二
年　
『
国
際
人
権
』
三
号

「
人
権
の
制
限
事
由
と
し
て
の
『
公
共
の
福
祉
』
に
関
す
る
一
考
察
」　

 

一
九
九
三
年　
『
法
学
論
叢
』
一
三
二
巻
四
・
五
・
六
号

「
国
際
人
権
保
障
の
成
果
と
課
題
」 

一
九
九
三
年　
『
国
際
問
題
』
四
〇
四
号

T
he R

eform
 of the P

rotection of H
um

an R
ights in A

sia and the P
acific

 

一
九
九
三
年　

 L
a L

aguna U
niversity T

h
e R

eform
 of In

tern
a

tion
a

l 

In
stitu

tion
s 

for 
th

e 
P

rotection
 

of 
H

u
m

a
n

 
R

igh
ts, 

B
ruylant

「
国
家
責
任
に
関
す
る
国
際
法
委
員
会
の
法
典
化
作
業
と
そ
の
問
題
点
」 

一
九
九
四
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
九
三
巻
三
・
四
号

「
戦
後
処
理
の
五
〇
年―

国
際
法
の
視
点
か
ら
」 

一
九
九
五
年　
『
国
際
問
題
』
四
二
三
号

「
人
権
関
係
条
約
に
対
す
る
留
保
の
一
考
察
」 

一
九
九
六
年　
『
法
学
論
叢
』
一
四
〇
巻
一
・
二
号

「
主
権
（
統
治
権
）
行
使
国
変
更
後
の
自
由
権
規
約
の
適
用
」 

一
九
九
七
年　
『
国
際
人
権
』
八
号

「
世
界
人
権
宣
言
と
二
一
世
紀
の
人
権―

国
際
人
権
保
障
の
過
去
・
現
在
・
未
来
」

 

一
九
九
八
年　
『
部
落
解
放
』
四
四
三
号

「
国
際
法
上
の
国
家
責
任
に
か
か
わ
る
『
過
失
』
の
実
態
」 

一
九
九
九
年　
『
京
都
大
学
法
学
部
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
』
二
巻

「
国
際
人
権
保
障
の
展
開
と
問
題
点
」 
一
九
九
九
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
九
八
巻
一
・
二
号

「
国
際
人
権
諸
機
関
の
現
況　

自
由
権
規
約
委
員
会
に
よ
る
日
本
政
府
報
告
書
の
審
査
」

 

一
九
九
九
年　
『
国
際
人
権
』
一
〇
号

「
国
際
人
権
保
障
の
現
状
と
課
題―

自
由
権
規
約
の
国
内
的
実
施
を
中
心
に
」 

一
九
九
九
年　
『
比
較
憲
法
学
研
究
』
一
一
号

「
人
権
と
人
権
保
障
に
関
す
る
基
本
的
な
諸
問
題
」 

二
〇
〇
〇
年　
『
都
市
問
題
研
究
』
五
二
巻
一
号

　
（
一
〇
一
四
）



略　

年　

譜

 

五
七
五

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

「
新
島
襄
と
同
志
社
」 

二
〇
〇
一
年　

 『
講
座
・
人
権
ゆ
か
り
の
地
を
た
ず
ね
て
』　

㈶
世
界
人
権
問
題

研
究
セ
ン
タ
ー

「
み
な
み
ま
ぐ
ろ
仲
裁
裁
判
事
件
の
先
決
的
抗
弁―

口
頭
弁
論
手
続
に
お
け
る
主
張
の
分
析―

」

 

二
〇
〇
一
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
一
〇
〇
巻
三
号

「
規
約
人
権
委
員
会
に
よ
る
自
由
権
規
約
第
二
六
条
の
解
釈
・
適
用
と
そ
の
問
題
点
」

 

二
〇
〇
二
年　
『
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
七
号

「
自
由
権
規
約
選
択
議
定
書
に
基
づ
く
『
見
解
』
の
実
効
性
確
保
に
つ
い
て―

規
約
人
権
委
員
会
に
よ
る
『
見
解
』
の
フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ
手
続
の
発
展
」

 

二
〇
〇
二
年　
『
同
志
社
法
学
』
五
四
巻
三
号

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
人
権
」 

二
〇
〇
二
年　

A
C

A
D

E
M

IA　

七
七
号

「
国
際
人
権
保
障
と
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
」 

二
〇
〇
四
年　

 『
同
志
社
大
学
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
研
究
セ
ン
タ

ー
年
報
』
一
号

「
規
約
人
権
委
員
会
に
よ
る
国
家
報
告
審
査
方
法
の
進
展―
審
査
の
実
効
性
向
上
を
目
指
し
て―

」

 

二
〇
〇
五
年　
『
同
志
社
法
学
』
五
六
巻
六
号

「
人
権
規
約
と
個
人
通
報
制
度
の
現
状
」 

二
〇
〇
五
年　
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
二
九
九
号

「
チ
ェ
コ
の
没
収
私
有
財
産
返
還
・
補
償
措
置
と
規
約
人
権
委
員
会
の
対
応―
委
員
会
の
『
見
解
』
と
『
フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ
』
の
問
題
点―

」

 
二
〇
〇
六
年　
『
同
志
社
法
学
』
五
七
巻
六
号

　
（
一
〇
一
五
）



略　

年　

譜

 

五
七
六

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

そ
の
他

資　
　

料

「
天
然
の
富
と
資
源
に
対
す
る
永
続
的
主
権
の
現
状
」 

一
九
六
一
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
六
〇
巻
三
号

「
世
界
連
邦
主
義
者
世
界
協
会
の
オ
ス
ロ
大
会
に
出
席
し
て―

国
連
軍
の
諸
問
題
と
世
界
連
邦
運
動
」

 

一
九
六
七
年　
『
国
際
政
治
』
一
号

「
自
国
領
域
内
で
外
国
人
の
身
体
・
財
産
が
こ
う
む
っ
た
損
害
に
対
す
る
国
家
の
責
任
に
関
す
る
法
典
草
案
」

 

一
九
六
九
年　
『
京
都
大
学
教
養
部
・
政
法
論
集
』
三
号

P
ublic International L

aw
  

一
九
八
〇
年　

Ja
p

a
n

 A
n

n
u

a
l of L

a
w

 a
n

d
 P

olitics N
o.28

「
ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
一
一
）
第
四
六
九

－

四
七
〇
条
」

 

一
九
九
一
年
一
〇
月　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
九
〇
巻
四
号

「
研
究
報
告
『
国
際
法
先
例
彙
輯
』
に
関
す
る
研
究
」 

二
〇
〇
四
年　
『
外
交
資
料
館
報
』

書　
　

評

入
江
啓
四
郎
『
中
・
印
紛
争
と
国
際
法
』 
一
九
六
五
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
六
三
巻
五
号

B
hek P

oti Sinha U
n

ila
tera

l D
en

u
n

cia
tion

 of Trea
ty B

eca
u

se of P
rior V

iola
tion

 by O
th

er P
a

rty

 

一
九
六
八
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
六
七
巻
二
号

L
ung-C

hu C
heng and H

arold L
assw

ell F
orm

osa
, C

h
in

a
 a

n
d

 th
e U

n
ited

 N
a

tion
s

 

一
九
七
一
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
七
〇
巻
三
号 　

（
一
〇
一
六
）



略　

年　

譜

 

五
七
七

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

R
ichard H

. M
inear V

ictor’s Ju
stice: T

h
e Tokyo W

a
r C

rim
es Tria

l

 

一
九
七
三
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
七
二
巻
一
号

F.V.G
arcia-A

m
ador, L

ouis Sohn and R
ichard R

. B
axter R

ecen
t C

od
ifica

tion
 of th

e L
a

w
 of S

ta
te R

esp
on

sibility for In
ju

ries to A
lien

s

 

一
九
七
六
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
七
五
巻
一
号

大
沼
保
昭
「
戦
争
責
任
論
序
説―

『
平
和
に
対
す
る
罪
』
の
形
成
過
程
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
と
拘
束
性
」

 

一
九
七
七
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
七
五
巻
五
・
六
号

波
多
野
里
望
・
筒
井
若
水
『
国
際
判
例
研
究　

領
土
国
境
紛
争
』 

一
九
八
〇
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
七
八
巻
三
号

L
ee C

. B
uchheit S

ecession
: T

h
e L

egitim
a

cy of S
elf-D

eterm
in

a
tion

 

一
九
八
二
年　
『
神
戸
法
学
雑
誌
』
三
二
巻
一
号

山
本
草
二
『
国
際
法
に
お
け
る
危
険
責
任
主
義
』 

一
九
八
三
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
八
二
巻
四
号

Ian B
row

nlie S
ystem

 of th
e L

a
w

 of N
a

tion
s: S

ta
te R

esp
on

sibility P
a

rt I

 

一
九
八
四
年　
『
神
戸
法
学
雑
誌
』
三
四
巻
一
号

A
thanassios V

am
voukos Term

in
a

tion
 of Trea

ties in
 In

tern
a

tion
a

l L
a

w
 – T

h
e D

octrin
e of R

ebu
s S

ic S
ta

n
tibu

s a
n

d
 D

esu
etu

d
e

 

一
九
八
六
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
八
五
巻
一
号

山
本
草
二
『
国
際
法
（
新
版
）』 
一
九
九
六
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
九
五
巻
二
号

杉
原
高
嶺
『
小
田
滋
先
生
古
稀
祝
賀
・
紛
争
解
決
の
国
際
法
』 
一
九
九
九
年　
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
九
七
巻
六
号

Yuji Iw
asaw

a In
tern

a
tion

a
l L

a
w

, H
u

m
a

n
 R

igh
ts, a

n
d

 Ja
p

a
n

ese L
a

w
,

 

一
九
九
八
年　

 Ja
p

a
n

ese A
n

n
u

a
l of In

tern
a

tion
a

l L
a

w
 V

ol. 42

　
（
一
〇
一
七
）




